
令和６年第二回東京都議会定例会 

提出予定案件（環境・建設委員会）事前説明資料 

 

 

［建設局関係］ ５/２３説明                      

 

１ 契約案（１件）  《６/７質疑》                         

（1）東京都青山葬儀所(６)改築工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２ 事件案（１件）  《６/７質疑》 

（1）建物収去土地明渡等の請求に関する民事訴訟の提起について・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

提出予定案件 ２件 

 

３ 報告事項（１件） 《５/２３質疑》 

（1）令和５年度予算の繰越しについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 
 

４ 陳情案件（２件） 《５/２３審査》 

（1）西武新宿線（野方駅から井荻駅付近）連続立体交差の複線シールド工法検討に関する陳情・・９ 

 

（2）自然を破壊している葛西臨海水族園の建て替え計画の見直しに関する陳情・・・・・・・・・・10 
 

 

 

合計 ５件 



件 名 東京都青山葬儀所（６）改築工事

工 事 場 所 東京都港区南青山二丁目３３番２０号

契 約 の 相 手 方 佐田建設株式会社

契 約 金 額
　　　　　　　1,656,247,230円（1,505,679,300円）　（93.00％）
予定価格　1,780,911,000円（1,619,010,000円）

工 期 令和8年1月7日まで

契 約 の 方 法 一般競争入札

工 事 概 要

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上１階建て
建築面積：2,990.96㎡、延床面積：2,927.30㎡

提 案 理 由
東京都港区南青山二丁目３３番２０号において、青山葬儀所改築工事を施工す
る必要がある。

（注）契約金額欄中、(　)書きは取引に係る消費税及び地方消費税の額を内書きしたものである。
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１ 訴訟の主旨 

本件は、都市計画道路予定地として取得した土地について、建物等の移転を行わず不

法に占有を続けているため、建物の収去及び土地の明渡し請求の訴訟を提起するもので

ある。 
 
２ 明渡しを求める土地 
 土地の所在等 

都市計画事業名 東京都市計画道路事業幹線街路放射第２５号線 
都市計画決定 昭和２１年 ３月２６日 
事業認可  平成２２年１０月１８日 

  所在及び面積 東京都新宿区若松町５番４ほか１０筆（合計４７０．６３㎡） 
   
３ 訴訟の相手方 
 
 東京都新宿区若松町６番７－３０１号              阿出川 光惠 
 東京都新宿区若松町６番７－３０１号              阿出川 智広 
 東京都新宿区若松町６番７号    有限会社武蔵屋酒店 取締役 阿出川 智広 
 
４ 訴訟の目的の価額 
 
 金１億８８万２,９５２円 
 
５ 事案の概要 
 １）未移転に至る経緯 

○ 土地売買契約締結   平成３１年 １月１０日 
○ 物件移転補償契約締結 平成３１年 １月１０日 
○ 土地所有権移転登記  平成３１年 ３月 ４日（全１１筆） 

 ○ 移転期限（最終）   令和 ２年１１月３０日 
２）阿出川光惠ほか２名は、最終の延長期限経過後も、東京都の再三にわたる催告 
にもかかわらず、上記物件（区分所有建物及び工作物等）を移転していない。 

そこで、都有地の不法占有状態を解消するため、土地所有権に基づく建物収去 
  土地明渡し等の請求に関する民事訴訟を提起する。 
 
６ 根拠法令 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号 

建物収去土地明渡等の請求に関する民事訴訟の提起について 
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参 考 資 料

案 内 図

現地写真

A棟・３階建

（解体対象）

Ｂ棟・１２階建

区分所有マンションＡ棟（解体対象）・Ｂ棟
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整 理 番 号 

 

 
１ 

 

陳 情 番 号 陳情 ６ 第 ７ 号 

 
件 名 

 

西武新宿線（野方駅から井荻駅付近）連続立体交差の複線シールド工法検討 
に関する陳情 

受 理 年 月 日  令和 ６年 ３月１１日 付 託 年 月 日 令和 ６年 ３月２８日 

陳 情 者 
杉並区 
    豊 田  浩  外３人 

要 旨 

都において、杉並区が現在検討中の下井草駅周辺まちづくりに大きな影響

を与える西武新宿線（野方駅から井荻駅付近）の連続立体交差事業につい

て、平成２８年に比較検討した施工形式３案に加え、複線シールド工法によ

る地下化案も示していただきたい。 
 
現 在 の 状 況 

 

 
本区間には、補助第１３３号線などと交差する１６箇所の踏切があ

り、そのうち１３箇所が開かずの踏切のため、慢性的な交通渋滞や地域

の分断が生じている。 
 
都は、連続立体交差事業調査を行い、平成２９年４月に国から着工準

備採択を受け、構造形式や施工方法の検討を進めてきた。 
 
中野区においては、野方駅周辺のまちづくりや鉄道立体化の範囲等を

検討しており、その検討内容について、区と都で意見交換を行ってい

る。 
 
また、杉並区においては、鉄道立体化を見据えた下井草駅周辺のまち

づくりに関するオープンハウスなどを開催しており、そこで寄せられた

意見等については、区と都で情報共有を図っている。 
 
引き続き、地元区や鉄道事業者と連携しながら、鉄道周辺の地形など

の地形的条件、除却する踏切の数などの計画的条件、事業費などの事業

的条件の三条件により、構造形式を比較するなど検討を深度化してい

く。 
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整 理 番 号          

 
２ 

 
陳 情 番 号 
 

      
陳情６第 １１号 

 
件 名          

 

 
自然を破壊している葛西臨海水族園の建て替え計画の見直しに関する陳情 

 
 
受 理 年 月 日          

 

 
令和 ６年 ３月２２日 

 
付託年月日       

 

 
令和 ６年 ３月２８日 

 
陳   情   者 

  葛飾区 
葛西の自然を守る会 
代表  服 部 至 道 

 
要 旨          

 

都において、葛西臨海水族園の建て替え計画（以下「計画」とい
う。）について、次のことを実現していただきたい。 

１ 800本の樹木を移植するのではなく、土壌と生態系を含めた樹林帯 
を保全するため、計画の見直しをすること。 

２ ＰＦＩ事業者の選定に関する審査過程について、事業者の同意を 
得てつまびらかに公表すること。 

３ 住民説明会を開催し、住民の声を計画に反映すること。 

 
 
 
現 在 の 状 況          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 新施設は、既存施設の老朽化等に対応するため、新たに整備する

ものであり、自然との共存をコンセプトに建設することとしてい
る。 

  新施設の整備においては、芝生広場を中心に建設し、既存樹木へ
の影響を極力減らすとともに、周辺環境との調和にも配慮すること
としている。 

  計画敷地内の樹木のうち、支障となる樹木については、可能な限
り伐採ではなく移植するよう、現在、新施設の設計を進めている。 

 
２ ＰＦＩ事業者の選定にあたっては、建築や環境などの専門家等か

ら構成される技術審査委員会において、落札者決定基準に基づき提
案内容を審査し、落札者を決定した。 

  落札者決定基準及び技術審査委員会における審査の過程について
は、都ホームページにおいて公表している。 

 
３ 新しい水族園は、展示する魚の一部をこども達が決めるプロジェ

クトを立ち上げるなど、都民の意見を聞きながら、誰もが楽しめる
水族園を創ることとしている。 

  また、今年の３月には、新しい水族園の概要などに関するオープ
ンハウスを開催し、多くの方からご意見をいただいている。 
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